
福 井 市 監 査 告 示 第 ２ ２ 号 

 地 方 自 治 法 第 １ ９ ９ 条 第 １ 項 、 第 ２ 項 及 び 第 ７ 項 の 規 定 並 び に 福 井 市

監 査 基 準 に 基 づ き 監 査 を 実 施 し た の で 、 同 条 第 ９ 項 の 規 定 に よ り 、 そ の

結 果 に 関 す る 報 告 を 次 の と お り 公 表 す る 。 

令 和 ５ 年 ５ 月 ２ ９ 日 

福 井 市 監 査 委 員  谷  川  秀  男 

福 井 市 監 査 委 員  浅  野  信  也     

１  監 査 の 種 類 

  財 政 援 助 団 体 等 監 査 

２  監 査 の 対 象 

(1) 令 和 ３ 年 度 及 び ４ 年 度 の 次 の 補 助 金 に 係 る 事 務 事 業 

団 体 名 ： 公 益 社 団 法 人  ふ く い 市 民 国 際 交 流 協 会 

補 助 金 ： 公 益 社 団 法 人 ふ く い 市 民 国 際 交 流 協 会 補 助 金 

所 管 課 ： 商 工 労 働 部  観 光 文 化 局  お も て な し 観 光 推 進 課  国 際     

    室 

(2) 令 和 ３ 年 度 及 び ４ 年 度 の 次 の 補 助 金 に 係 る 事 務 事 業 

団 体 名 ： 公 益 社 団 法 人  福 井 市 シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー 

補 助 金 ： 福 井 井 シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー 支 援 事 業 補 助 金 

所 管 課 ： 商 工 労 働 部  し ご と 支 援 課 

３  監 査 の 着 眼 点 （ 評 価 項 目 ） 

(1) 所 管 課 関 係 

補 助 事 業 の 実 施 状 況 を 把 握 し 、 団 体 に 対 す る 指 導 、 監 督 が 適 正 に

行 わ れ て い る か 。 

(2) 団 体 関 係 

  ア  収 支 手 続 及 び 事 務 手 続 が 適 正 に 執 行 さ れ 、 そ の 確 認 体 制 は 確 立



さ れ て い る か 。 

イ  補 助 事 業 が 計 画 に 従 っ て 実 施 さ れ 、 成 果 を 上 げ て い る か 。 

４  監 査 の 実 施 内 容   

財 政 援 助 に 係 る 事 業 が 補 助 の 目 的 に 沿 っ て 適 正 か つ 効 率 的 に 執 行 さ

れ そ の 目 的 を 達 成 し て い る か 、 ま た 、 所 管 課 の 指 導 監 督 が 適 切 に 行 わ

れ て い る か に つ い て 、 関 係 書 類 の 審 査 及 び 担 当 者 か ら の 説 明 聴 取 を 実

施 し た 。 

５  監 査 の 期 間 

  令 和 ５ 年 ２ 月 １ ３ 日 か ら 同 年 ５ 月 １ ７ 日 ま で 

６  監 査 の 結 果 

(1) 公 益 社 団 法 人  ふ く い 市 民 国 際 交 流 協 会 

監 査 の 結 果 、 当 該 所 管 課 の 当 該 補 助 金 に 係 る 事 務 は 、 法 令 に 適 合

し 、 正 確 に 行 わ れ 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に 実 施 さ

れ 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お り 、 お お む ね 適 正 に 執 行

さ れ て い る と 認 め た 。 

ま た 、 当 該 団 体 の 補 助 金 対 象 事 業 に 係 る 出 納 そ の 他 の 事 務 の 執 行

は 、 当 該 補 助 金 の 目 的 に 沿 っ て お り 、 お お む ね 適 正 に 行 わ れ て い る

と 認 め た 。 

(2) 公 益 社 団 法 人  福 井 市 シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー 

監 査 の 結 果 、 当 該 所 管 課 の 当 該 補 助 金 に 係 る 事 務 は 、 法 令 に 適 合

し 、 正 確 に 行 わ れ 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に 実 施 さ

れ 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お り 、 お お む ね 適 正 に 執 行

さ れ て い る と 認 め た 。 な お 、 注 意 と し た 事 項 が あ る が 、 監 査 の 過 程

に お い て 触 れ た の で 省 略 す る 。 さ ら に 、 検 討 が 望 ま れ る 事 項 に つ い

て は 、 意 見 を 提 出 す る 。 



ま た 、 当 該 団 体 の 補 助 対 象 事 業 に 係 る 出 納 そ の 他 の 事 務 の 執 行 は

、 当 該 補 助 の 目 的 に 沿 っ て お り 、 お お む ね 適 正 に 行 わ れ て い る と 認

め た 。 

 （ 意 見 ） 

 公 益 社 団 法 人  福 井 市 シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー は 貨 物 自 動 車 を 購 入

し た が 、 団 体 の 内 部 規 程 に お い て 、 金 額 的 に は 原 則 的 に 競 争 入 札 に

す べ き 案 件 で あ っ た 。 

書 類 上 は 明 確 な 理 由 が な い ま ま 随 意 契 約 を し て い た が 、 随 意 契 約

を し な け れ ば な ら な い 場 合 は 理 由 を 明 記 す る こ と が 適 切 で あ り 、 そ

の 旨 を 内 部 規 程 に 定 め る こ と が 望 ま し い 。 

所 管 課 は 、 団 体 に 対 し 説 明 責 任 の 観 点 か ら 、 業 者 選 定 に 係 る 団 体

内 部 の 会 計 規 程 を 適 切 に 整 備 す る よ う 指 導 を 検 討 さ れ た い 。 


